
国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター

貯水槽水道は衛生管理が必要です

貯水槽水道の管理状況検査について
　貯水槽水道の利用者のみなさまが、安心して水を使用していただくために、次のことを
お守りください。
❶簡易専用水道の設置者は、毎年１回以上定期的に地方公共団体又は国土交通大臣及び環
境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けなければな
りません。(水道法第34条の2第2項）

❷小規模貯水槽水道の設置者は、各市町村の給水条例等に基づいて、管理の状況についての
検査をするように努めなければなりません。

水はあなたの命を守ります



施設の点検と改善

　水道事業者から供給される水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯めてから
ポンプで建物内の各利用者に供給する給水設備を「貯水槽水道」といいます。
　このうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを「簡易専用水道」、10㎥以下の
ものを「小規模貯水槽水道」といいます。貯水槽水道とは

受水槽、高置水槽の点検を定期的に行い、もし欠陥を
発見したら速やかに改善しましょう。また、地震、大
雨等水質に影響を与えるおそれがあるときも実施して
ください。

　貯水槽水道設置等の届出については、宮崎県及び宮崎市の貯水槽水道取扱い要領等に基づき、保健
所等へ届出るよう定められています。（届出用紙は保健所等にあります。）

●貯水槽水道設置届出
　貯水槽水道を使用して給水しようとするとき
●貯水槽水道変更届
　設置者の住所・氏名、設置の位置、構造を変更するとき
●貯水槽水道休止(廃止)届
　貯水槽水道の施設の使用を長期にわたり休止しようとするとき、又は廃止しようとするとき

蛇口から出る水の色、濁り、におい、味、残留塩素に
ついて定期に点検し、異常を認めたときは必要な水質
検査を実施しましょう。

給水する水が人の健康を害する恐れがあることがわ
かったときは、直ちに給水を停止して、利用者及び保
健所へ知らせてください。

貯水槽水道の管理についてファイルを作成し、保存し
ておきましょう。

貯水槽水道の届出について

管　理　基　準管　理　基　準

給水の停止

水質の管理

帳簿書類の備え付け､保存



水が赤っぽい 濁っている

その原因のほとんどは「さび」によるも
のです。鉄管や鋼板製タンクにさびが出
ていないかどうか点検しましょう。

水槽が汚れているのかもしれません。
水槽を調べて、汚れている場合はただ
ちに清掃をしてもらいましょう。

水槽に油や薬剤、洗剤、汚物等の混入
が考えられます。

鉄さびやその他の物質によるもので、
臭いとともに、他の原因が考えられ
ます。

塩素以外の臭いがする 味が変だ

毎日一回、蛇口から透明なコップに水を採り、透かしてみてください。
社団法人　全国建築物飲料水管理協会より

揚水管

高置水槽

給水栓(蛇口）

ポンプ設備

受水槽

受水槽から給水栓までは
設置者の責任です

自分でできる簡単なチェック !!自分でできる簡単なチェック !!CH
ECK!

貯水槽水道のしくみ
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管理検査ってどんなことするの？

水 道 種 別 検 査 種 別 検 査 手 数 料

●ご依頼いただいた後、検査員から日程等の連絡をさせていただきます。

管理検査は皆様からのご依頼により実施します

検査員が現場に伺い、次のような検査を行います

注1）現地検査は、施設検査・水質検査・書類検査の全ての検査を行います。
注2）書類検査は、ビル衛生管理法が適用される特定建築物が対象となります。

検査の結果を公正に評価・判定し、後日検査結果書
を送付します。

検査手数料は、次のとおりです｡

１８,１５０円（税込）

   ２,７５０円（税込）

１４,８５０円（税込）

一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター
TEL.0985‒24‒7400

簡 易 専 用 水 道

小規模貯水槽水道

現 地 検 査

書 類 検 査

現 地 検 査

〒880‒0032 
宮崎市霧島１丁目１番地２
FAX.0985‒24‒8588

U R L :http://www.miyazaki-wflabo.org
E-mail: info@miyazaki-wflabo.org  

頼依

査検

果結

施設検査 水質検査 書類検査
■ 受水槽、高置水槽の周辺・
　 本体・内部等の状況

■ 残留塩素の測定
■ 臭気、味、色、色度、濁度の
　 検査

■ 貯水槽清掃記録等の管理
　 記録（３年間保存）
■ 給水系統図及び平面図
    （永年保存）


